
    
◆ᚮၲإᣛଢኬίἾἍἩἚὸໜ౨ՃỉѪᨼỆếẟề 
▽業務内容 診療報酬明細書（レセプト）の点検業務および返戻業務、国民健康保険関係窓口業務。 
▽資格要件 市内およびその周辺地域に在住し、医療機関などでの診療報酬請求業務など医療事務の経験

が２年以上ある人 
▽雇用形態 常用雇用で、雇用期間は平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日。 
▽就業場所 陸前高田市役所 
▽募集人数 １人 
▽勤務時間 午前８時３０分から午後４時（週休２日制、週２９時間勤務） 
▽加入保険 健康保険、雇用保険、厚生年金保険など 
▽給与など    月額１３万円 
▽応募方法 履歴書を持参または郵送により、９月２６日（月）必着で、健康推進課国保係に提出して 

ください。 
 詳しくは、健康推進課国保係（内線１４０）まで。 
 
◆ЈЭỘẮỘẮầởẾềẪỦ῍ᾁᾂࡇ࠰ЈࢌẐ܇ᏋềἇἯὊἚἍὅἑὊẑʙಅỉấჷỤẶ῍ 
▽日時 ９月２０日（火）午前１０時～正午 
▽場所 川の駅よこた 
▽内容 親子カフェを設置し、クレープやサンドイッチが食べられます。（参加無料） 
▽持ち物 エプロン、三角巾 

申し込み・問い合わせは、市子育て支援センター「あゆっこ」(�０９０－３９２２－４２５２)まで。 
 
◆Soul of Tohoku ⇣⇌∑⇐⇼ி҅Ⅴி҅↝⇁ܣ↼ⅵ≆Ⅵ͵↝ⅹჷ↸↊ 
 公益社団法人 日本国際民間協力会（NICO）が坂田幹靖シェフを招いて炊き出しを行います。 
▽日時 ９月２５日（日）午後３時、４時、５時 
▽場所 オートキャンプ場「モビリア」 

 
◆ӮඥٟỆợỦμɟ૪ࢸ࠰ᙸႻᛩ˟ỉấჷỤẶỆếẟề 
 岩手県司法書士および（公社）成年後見センター・リーガルサポート岩手支部では、無料成年後見相談
会を行います。予約不要で電話相談も受け付けます。 
▽日時 ９月２３日（金）午前１０時～午後３時 
▽場所 岩手県司法書士会館 
▽電話による無料相談 �０１２０－８２３－８１５、�０１９－６５３－６１０１ 

詳しくは、岩手県司法書士会事務局 （�０１９－６２２－３３７２）まで。 
 
◆ᾈஉỉᅈ˟̬ᨖႻᛩ˟ỉ͵Ệếẟề 
 一関年金事務所では、震災に対応するため、高田、大船渡商工会議所で実施している年金などに関する
社会保険相談会を開催します。 
▽日時 ９月２０日（火）午前１０時３０分～午後３時３０分 
▽会場 米崎中学校 
 詳しくは、一関年金事務所（�０１９１－２３－４２４６）まで。 
 
 ᜱٟ૰Ⴛᛩỉ͵Ệếẟềࡰ◆
 岩手弁護士会による無料弁護士相談を開催しています。相続、保険、借家、その他支援に関する相談を
受け付けます。 

ଐ ９月中は、毎週、火、木、土曜日 午後１時から５時 

 ئ
１９日（月）まで 米崎町 米崎中学校１階 
２０日（火）から 高田町字鳴石（鳴石西公園脇）弁護士会仮設事務所（※） 

○電話相談は、０１２０－７５５－７４５まで。（月から土曜日 午後１時から４時） 
※事務所は現在準備中。開設後は、場所を鳴石に変更し、火、木、土に相談を受付します。 
 
◆ዬ࣯ᨽဇᎍႇૅੲʙಅẐႇ᩿˟ẑ͵ỉấჷỤẶ 
 市は、下表のとおり登録面接会を開催します。 

ଐ ᧓ Ⴛᛩ˟ئ 

９月１６日（金） 午前９時３０分～午後２時 米崎コミセン 

▽内容 求職者の登録面接（職種や希望条件などの相談）、事業者の求人登録（情報収集）など 

※仕事に就いていない人、迷っている人、今後の不安など、何でも相談してください。 
 詳しくは、オフィス小川（�０８０－２８２０－７９２０、担当：吉田司）まで。 

 ⅾ↋⇂ⅺ↹ إ࠼
<ᐮӭ  >
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おおふなとさいがいＦＭで、広報りくぜんたかた臨時号の内容など、毎日本市の情報を放
送しています。周波数は８０．５ＭＨｚで、平日は午前９時、正午、午後３時の３回放送
しています。広報と合わせてそちらも利用してください。 

ᨕЭ᭗ဋ࣯ࣖࠊˎᚨ˰ܡỉᾂഏѪᨼỆếẟề 

陸前高田市応急仮設住宅の入居については、現在２次募集まで終了しておりますが、下記事項により３
次募集を実施します。なお、今回の募集が最終となりますので、あらかじめご了承願います。 
▽申込対象 新規に仮設住宅に入居を希望する人およびすでに入居していで、世帯分離を検討している人 
▽申込期間 ９月２０日（火）～２７日（火） 
▽申込方法 建設課（第２仮庁舎２階）に申込書申込書申込書申込書とととと半壊以上半壊以上半壊以上半壊以上ののののりりりり災証明書災証明書災証明書災証明書をををを提出提出提出提出してください。遠方から

申し込む場合は、電話でも可能ですが、り災証明書を郵送もしくは、ファクス（�０１９２－
５４－３８８８）で送信してください。 

▽その他 ①９月２９日（木）の午前９時３０分から、市役所第３庁舎１階大会議室で抽選会（代理出席
可）を開催します。欠席の場合は、抽選会終了後の部屋指定となりますのでご了承願います。 

     ②世帯分離をする場合は、家電製品以外の日用品は支給対象外となります。 
▽入居対象仮設住宅空き室数の詳細 

ထӸ ˎᚨ˰ܡӸ ≔≧≮ ≕≧≮ ≖≮ 

矢作町 矢作中学校   １  ６ 

横田町 
横田小学校   ３  
横田中学校   １  ３ 

気仙町 上長部地区民有地    ５ 

高田町 
第一中学校   １  
高田高校第２グラウンド   １  

小友町 
モビリア（１戸建）   １  
矢の浦地区民有地   ７  

広田町 
広田小学校  １   
旧広田水産高校グラウンド １３  １  ５ 

合  計 １４ １６ １９ 

※１ＤＫ：単身用、２ＤＫ：２～４人用、３Ｋ：５人以上（３人以上もしくは４人以上で介護ベットあり
も可）  
◆ᆆѣẐởộỎẮӭẑᾈஉᢃᘍకϋỆếẟề 

９月の移動図書館車「やまびこ号」の運行についてお知らせします。 
▽９月２１日（水） 

᧓ ئ ᧓ ئ 

１０：２０～１０：５０ 長部小学校・気仙小学校 １４：３０～１４：５５ 下矢作保育園 
１３：１０～１３：４０ 横田小学校 １５：１０～１５：４０ スポーツドーム仮設住宅 
１３：４５～１４：１０ 横田保育園   

▽９月２８日（水） 

᧓ ئ ᧓ ئ 

１０：２０～１０：５０ 米崎小学校 １４：３０～１５：００ 長部保育所 
１３：１０～１３：４０ 広田小学校･広田中学校 １５：２０～１５：４０ 米崎中学校仮設住宅 
１３：４５～１４：１０ 広田保育園   

※１０月以降の運行時間・場所については改めてお知らせします。 
 詳しくは、生涯学習課（内線３０１）まで。 
 
◆૨҄ᝠሁ̬μૅੲՃỉѪᨼỆếẟề 

生涯学習課では、市立博物館の資料修復と市内文化財の調査・保全のために平成２４年３月まで文化財
保全支援員を募集しています。詳しい情報は、「ハローワーク大船渡」で確認してください。 
問い合わせは、生涯学習課（内線３０１）まで。  
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  ῍ൟᆋὉჄൟᆋỉถβỆếẟề῍ᆋѦᛢẦỤỉấჷỤẶࠊᚰଢấợỎࢽࡇ࠰ᾁᾂ◆
●●●●平成平成平成平成２３２３２３２３年度所得証明書年度所得証明書年度所得証明書年度所得証明書（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年分年分年分年分のののの所得所得所得所得をををを証明証明証明証明するものするものするものするもの））））についてについてについてについて    

 平成２３年度所得証明書を９月１２日（月）から発行しています。必要な人は印鑑と身分証明書（免許

証や保険証など）を持参の上、税務課窓口までお越しください。 

※１．家族であっても別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。 

※２．申告や課税資料の有無によって、所得証明書などが発行できない場合があります。まだ申告が済ん

でいない人は早めの申告をお願いします。なお、所得税の納付や還付が発生する場合は、大船渡税務署で

確定申告をすることになりますのであらかじめご了承願います。 
 
●●●●平成平成平成平成２３２３２３２３年度市民税年度市民税年度市民税年度市民税・・・・県民税県民税県民税県民税のののの減免減免減免減免についてについてについてについて    

震災で被災した人は、次のような減免措置の適用を受けられる場合があります。 

１．震災により居住する住宅に一定割合以上の損害を受けた場合 

ܹ↝ᆉࡇ ถβ↝лӳ ဎᛪ↝ஊ 

全壊の場合 １０分の１０ 
不要 

大規模半壊または半壊の場合 １０分の５ 

※り災場所に住民登録のない人で、居住していたことを証明する書類などを提出して、り災証明書の交付

を受けた人は、申請が必要です。その際は、り災証明書を持参してください。 

２．納税義務者が下記のいずれかに該当する場合 

ถβ↝ʙဌ ถβ↝лӳ ဎᛪ↝ஊ 

① 震災により死亡もしくは行方不明となった場合 

１０分の１０ 

不要 
② 生活保護法の規定による扶助を受けることとなった場合 

③ 震災により重篤な傷病を負った場合 
必要必要必要必要    

④ 震災により事業等を廃止もしくは失業することとなった場合 

※１．「重篤な傷病」とは、１か月以上の入院をともなった傷病です。 

※２．③、④に該当する場合は申請が必要です。③の場合は医師の診断書、④の場合は事業などの廃止ま

たは失業の状態を証明する書類（雇用保険受給資格者証など）を持参してください。 

３．事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入（以下、事業収入等）のいずれかが減収した場合 

平成２２年中の合計所得金額が１０００万円以下でかつ、震災により平成２３年中における事業収入な

どが前年に比べ３割以上減収することが見込まれる人は、平成２２年中の所得に応じて減免の対象となる

場合があります。 

 ᫇ ถβ↝лӳࢽɶ↝ӳᚘ࠰≔≔

３００万円以下の場合 事業収入などに係る所得に対する市県民税額の１０分の１０ 

３００万円を超え４００万円以下の場合 〃                １０分の８ 

４００万円を超え５５０万円以下の場合 〃                １０分の６ 

５５０万円を超え７５０万円以下の場合 〃                １０分の４ 

７５０万円を超え１０００万円以下の場合 〃                １０分の２ 

※該当する場合は申請が必要です。平成２３年中の所得の分かるものを持参してください。 

４．減免の申請手続きおよび期限について    

▽申請手続きについて 

 納税通知書、印鑑、納税義務者名義の通帳および上記の必要書類などを持参の上、市役所税務課まで相

談してください。なお、減免申請書などは、市役所税務課の窓口に備え付けています。 

▽申請期限について 

 減免の申請は、なるべく市県民税第１期の納期限（９月３０日）までに行ってください。 

※審査後、減免の可否・減免額を決定し通知します。減免適用までには時間を要し、被害を受けた程度な

どにより減免の対象にならない場合もありますので、その間は通常通り納付するようお願いします。納付

済みの税額に減免が適用される場合、その差額分は、後日納税義務者の口座に還付します。 
 
●●●●震災震災震災震災にかかるにかかるにかかるにかかる雑損控除雑損控除雑損控除雑損控除のののの特例特例特例特例についてについてについてについて    

震災によって、住宅・家財・車両などに被害を受けた人は、損害程度に基づき算出した金額を所得から

控除する「雑損控除」の適用を受けることができます。詳しくは、大船渡税務署に問い合わせてください。 

市民税・県民税に関する問い合わせは、税務課市民税係（内線１１３・１１４）まで。 

所得税・確定申告に関する問い合わせは、大船渡税務署（☎０９０－７３３３－２１００）まで。 
 

 
◆Ӯඥٟ߹ׅ૰ႻᛩỆếẟề 

 司法書士会では、週末に市内を巡回し、「無料相談」を実施します。相続などの法律相談や支援制度の
説明、暮らしのお困り事など何でもお気軽にご相談ください。相談料は無料。相談予約は不要です。 

உଐ ᧓ ئ 

９月１８日（日） 
９：３０～１２：００ 高田町鳴石公民館 

１３：３０～１６：００ 小友コミセン 

９月２４日（土） 
９：３０～１２：００ 横田コミセン 

１３：３０～１６：００ 気仙町要谷公民館 

司法書士無料電話相談 平日午前１０時から午後１時 ０１２０－８２３－８１５ 
※９月１９日（祝）１０時～１５時には、小友町モビリアにおいて、高齢者・障がい者のためのくらしの
悩み相談会も開催します。相談無料。予約は不要です。 
 
 ỉấჷỤẶڼʴႇዓẨٳ◆
 ９月１日から外国人登録に関する各種手続きができるようになりました。 
 詳しくは、市民環境課市民係（内線１２２）まで。 
 
 ↊↸ⅳ͵↝ⅹჷ↘↓↝ࣱڡࡇ࠰≖≔◆
▽日時 ９月２５日（日）午前１０時～（受付時間：午前９時３０分） 
▽場所 米崎小学校体育館 
▽主催 市地域女性団体協議会 
 
◆Ⴤᇌ᭗ဋ၏ᨈͤᜒࡍ˟↝ⅹჷ↸↊ 

 ئ˟ ғӸ ଐע

矢作 ９月２６日（月）午後６時３０分 矢作コミセン 
横田 ９月３０日（金）午後６時３０分 横田コミセン 

 

◆↡↗↹ᚃܼࡊ↝ᚃݣ⇁܇ᝋ↚≔ජ≕ଐ↖Ⅴᚃ↗܇↝↓↘ⅳⅥ⇁͵ 
 ㈳岩手県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭の親子を対象に「親と子のつどい」を開催します。 
▽日程 【１０月２２日（土）】無料送迎バスでラ．フランス温泉館（紫波町）前集合１２：００⇒餅つ
き体験、ふるまい餅（～１５：３０）⇒ドラえもん科学未来展（～１７：００）⇒夕食交流会（県青少年
会館、宿泊） 
【１０月２３日（日）】朝食７：３０⇒情報交換（～９：３０）⇒りんご収穫体験（～１１：００）⇒自
由行動（イオン盛岡南 SP、～１３：００）⇒解散 
▽申込方法 市社会福祉課に住所・親子の氏名・年齢・性別などを連絡してください。（チラシは社会福 
祉課に備え付けています） 
 詳しくは、社会福祉課児童福祉係(内線２０１)、または吉田(�０８０－２８０８－５３７７)まで。 

 
 บ፦↗ᎋⅷ↺ ↮⇂↙↝ٹ⇝∙∃⇞⇌∆ in ɤᨕൢ˅עғ 

 渡邉美樹参与による「陸前高田市復興街づくりイベント特別記念講演」が次のとおり開催されます。 
▽日時 ９月１９日（火）開場１２：４５ 開演１３：３０ 
▽会場 大船渡市民文化会館「リアスホール」 
▽シャトルバス運行 当日は、市内各所から会場まで無料往復シャトルバスを運行します。 
横田中学校 11:30→矢作小学校 11:50→竹駒小学校 12:10→滝の里工業団地 12:20→会場 13:00 
長部小学校 11:45→高田小学校 12:00→サンビレッジ 12:10→陸前高田斎苑 12:30→会場 13:00 
広田小学校（水産高校前）11:30→モビリア（センターハウス前）11:50→米崎小学校 12:20→会場 13:00 
▽その他 定員は１，０００人で入場は無料ですが、入場整理券が必要となります。市商工観光課、陸
前高田商工会、マイヤ滝の里店で入場整理券をお求めください。 
 詳しくは、商工観光課（内線１９０）まで。 
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未来を築き、将来の陸前高田を担う子 

どもと一緒に歩む新キャラクターを作る 
企画「夢☆キャラプロジェクト」の推進 
にあたり、トートバック、スウェット(150 
着)、パーカー(150 着)を販売します。 

この収益のすべては、夢☆キャラプロ 
ジェクトを推進のため大切に使わせてい 
ただきます。 

問い合わせ先：�０３－５３１９－２１２４(エイドタカタ) 
 


